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前中期目標期間繰越積立金取崩額（注） 
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Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービス購入による支出

人件費支出

その他の業務支出

運営費交付金収入

授業料収入

入学金収入

検定料収入

附属病院収入

受託研究収入

共同研究収入

受託事業等収入

補助金等収入

寄附金収入

財産貸付料及び財産利用料収入

間接経費収入

その他の収入

科学研究費助成事業等預り金増減(△)額

小　計

国庫納付金の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

有価証券の償還による収入

有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出

定期預金の預入による支出

定期預金の払戻による収入

施設費による収入

小　計

利息及び配当金の受取額

投資活動によるキャッシュ･フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

大学改革支援・学位授与機構債務負担金の返済による支出

リース債務の返済による支出

長期借入金の返済による支出

小　計

利息の支払額

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 資金に係る換算差額

Ⅴ 資金増加額（又は減少額）

Ⅵ 資金期首残高

Ⅶ 資金期末残高

△ 5,901,547

922,301

△ 78,820

5,500,000

△ 11,900,000

5,160,543

△ 991,453

△ 391,589

△ 1,045,405

7,837,637

△ 533,936

△ 53,951

△ 2,677,094

－

710,359

400,715

1,167,671

191,704

618,515

キャッシュ・フロー計算書
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

△ 18,326,298

△ 749,743

△ 17,045,655

（単位：千円）

22,928,252

10,386,209

2,978,846

439,154

108,568

153,433

4,267,706

△ 10,867

126,282

219,741

△ 40,052

13,019

△ 5,888,527

4,256,838

△ 2,639,600

△ 65,927

△ 705,428

3,000,000
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Ⅰ 当期未処分利益

当期総利益

Ⅱ 利益処分額

積立金

国立大学法人法第35条において準用する
独立行政法人通則法第４４項第3項により
文部科学大臣の承認を受けた額

教育・研究充実積立金

附属病院充実積立金 10,601,735,790

565,311,074

1,880,860,890 2,446,171,964

8,155,563,826

（単位：円）

利益の処分に関する書類

10,601,735,790

10,601,735,790
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（重要な会計方針） 

当事業年度より、国立大学法人会計基準（「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注

解」報告書」（国立大学法人会計基準等検討会議 令和４年２月 10日改訂））及び「「国立大学法人会計

基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」（文部科学省、日本公認会計士協会 令和

５年４月 13 日最終改訂）（以下「国立大学法人会計基準等」という。）を適用して財務諸表等を作成し

ております。なお、国立大学法人会計基準等のうち、収益認識に関する会計基準の導入による改訂内容

については、令和５事業年度から適用します。 

１．運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準 

  原則として、期間進行基準を採用しております。 

  なお、プロジェクト研究等の一部に充当される運営費交付金については業務達成基準を採用して

おります。また、基幹運営費交付金（ミッション実現加速化経費）、特殊要因経費等として措置さ

れる運営費交付金については、文部科学省の指定に従い期間進行基準、業務達成基準又は費用進行

基準を採用しております。 

２．減価償却の会計処理方法 

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としております。主な資産の耐用年数は以下

のとおりです。 

建物 1 ～ 50年 

構築物 2 ～ 60年 

機械装置 2 ～ 17年 

工具器具備品 2 ～ 20年 

 なお、受託研究等収入により購入した償却資産については当該受託研究等期間を耐用年数として

おります。また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第 78）及び資産除去債務に対応する特定

の除去費用等（国立大学法人会計基準第 85）に係る減価償却相当額については、減価償却相当累計

額として、減損損失相当額については、減損損失相当累計額として、資本剰余金から控除して表示

しております。 

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

３．徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等に 

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

４．賞与引当金及び見積額の計上基準 

賞与について、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるものについては、賞与引当金

は計上しておりません。翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされないものについては、教

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しておりま

す。 

なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、当事業年度末の引

当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。 
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５．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされているため、退職給付に係る引当

金は計上しておりません。 

なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、国立大学法人

会計基準第 82第 4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上して

おります。 

６．有価証券の評価基準及び評価方法 

  満期保有目的債券  償却原価法（定額法）としております。 

７．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  たな卸資産（貯蔵品） 最終仕入原価法による原価法 

  医薬品及び診療材料  移動平均法による低価法 

 ただし、医薬品及び診療材料の評価方法については、当分の間、最終仕入原価法によることとし

ております。 

８．リース取引の会計処理 

リース料総額が 3,000千円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。 

９．消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。 

１０．会計方針の変更 

  国立大学法人会計基準の改訂に伴う資産見返負債の廃止 

 前事業年度まで運営費交付金、授業料、寄附金等を財源として固定資産を取得した場合は、固定 

  資産取得時に資産見返負債を計上し、減価償却費と同額の収益（固定資産見返負債戻入）を計上 

しておりましたが、当事業年度より改訂後の国立大学法人会計基準等を適用し、固定資産を取得 

した時点で収益の計上を行っております。 

  また、前事業年度末の資産見返負債は、当事業年度期首において臨時収益に計上しております。 

資産見返負債の廃止による影響額は下記のとおりとなります。 

(1) 前事業年度末の資産見返負債を当事業年度期首に臨時利益に計上する影響（臨時収益 9,417,

595 千円）

(2) 運営費交付金・授業料・寄附金を財源として取得した固定資産について、資産見返負債を計

上せず固定資産取得時に収益を計上する影響（経常収益 307,752 千円）

(3) 運営費交付金・授業料・寄附金を財源として取得した固定資産について、会計基準改訂前で

あれば減価償却費と同額の収益（固定資産見返負債戻入）が計上されていた影響額（経常収益△

665,274 千円）

(4) 運営費交付金・授業料・寄附金等を財源として取得した固定資産について、会計基準改訂前

であれば固定資産の除売却時に収益（固定資産見返負債戻入）が計上されていた影響額（経常収

益△61,691 千円）

なお、前事業年度の貸借対照表における資産見返補助金等及び建設仮勘定見返補助金等は、当

事業年度より長期繰延補助金等として表示し、建設仮勘定見返施設費は預り施設費として表示

しております。
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１１．表示方法の変更 

 純資産の部の表示方法の変更 

 損益外減価償却累計額、損益外減損損失累計額及び損益外利息費用累計額について、国立大学

法人会計基準等の改訂に伴い、当該事業年度より、減価償却相当累計額、減損損失相当累計額及

び利息費用相当累計額として表示しています。 

 損益外除売却差額相当額について、前事業年度まで資本剰余金に含めて表示しておりましたが、  

 国立大学法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より資本剰余金の控除項目として除売却差

額相当累計額として表示しています。 

 損益外除売却差額相当額について表示方法を変更したことにより、資本剰余金の当期首残高   

が 2,813,155千円増加し、除売却差額相当累計額の当期首残高が△2,813,155千円増加しており 

ます。 

１２．その他 

  貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び純資産変動計算書の記載金額は千円  

単位とし、表示単位未満については切捨て表示しております。 
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（注記事項） 

１．貸借対照表関係 

(1) 利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

① 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合い

の資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

附属病院に関する借入金の元金償還額の累計   12,553,232千円 

当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計     9,703,545千円 

利益剰余金に与える影響額（差引き）     2,849,687 千円 

② 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの収益価額

が二重になっていることによるもの

法人移行時に国から承継した資産について承継時に負債として計上していた額のうち、

資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する当該負債の収益化累計額

425,574 千円

③ 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、

国からの出資でなく譲与としたことによるもの             476,843 千円

④ 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料につい

て、国からの出資でなく譲与としたことによるもの                    312,005 千円

 4,064,111 千円 

(2) 担保資産

長期借入金 11,398,036千円（一年以内返済予定長期借入金 565,281千円を含む。）の担保

に供しているものは次のとおりです。 

  土地   11,616,611 千円 

  建物  11,519,589 千円 

(3) 債務保証の総額  108,784千円 

(4) 運営費交付金から充当されるべき賞与引当金の見積額  664,770千円 

(5) 運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額 8,320,632千円 

(6) 減損関係

①減損の兆候が認められた資産

当事業年度において、以下の資産について減損の兆候が認められました。

・減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

   （単位：千円） 

用途 種類 場所 帳簿価額 

合宿研修所（神集島） 建物等 唐津市神集島 16,147 

・減損の兆候の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学生の宿泊を伴った課外活動は許可されてお

らず、使用実績が著しく低下しております。 

・減損の認識に至らなかった根拠

新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な使用実績の低下であるため、減損を認識

しておりません。 
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(7) 資産除去債務関係

①資産除去債務の概要

石綿障害予防規則等の規定に基づく建物のアスベスト除去義務、ダイオキシン類対策特別措

置法の規定に基づく焼却炉のダイオキシン除去義務、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊 

の実施の確保等に関する法律に基づくフロン除去義務、放射性同位元素等による放射線障害 

の防止に関する法律の規定に基づく放射性同位元素等を使用している建物の放射線の除去義 

務及び土地の賃貸借契約等に伴う原状回復義務であります。 

②資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から２年～４６年と見積り、割引率は、０．２９％～２．３９％を使用

して資産除去債務の金額を計算しております。 

③当事業年度における資産除去債務の総額の増減

（単位：千円） 

期首残高 144,610 

有形固定資産の取得に伴う増加額 － 

時の経過による調整額 2,286 

資産除去債務の履行による減少額 △1,124

その他増減額（△は減少） － 

期末残高 145,772 
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２．損益計算書関係 

(1) 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

① 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合い

の資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

附属病院に関する借入金の元金償還額    599,863 千円 

当該借入金により取得した資産の減価償却費      651,005 千円 

当期総利益に与える影響額（差引き）   △51,142 千円

② 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの収益化額

が二重になっていることによるもの

法人移行時に国から承継した資産について承継時に負債として計上していた額のうち、 

資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する当該負債の収益化額 

   －千円 

△51,142千円

（2）資産見返負債の収益化額（臨時利益）

臨時利益のうち、固定資産見返運営費交付金等戻入 4,439,358 千円、固定資産見返寄附金

戻入 1,384,715 千円、固定資産見返物品受贈額戻入 3,575,599 千円、特許権仮勘定見返運営費

交付金等戻入 11,002千円、建設仮勘定見返運営費交付金等戻入 6,920 千円は会計基準改訂に伴

い期首に計上した資産見返負債の収益化額である。 

３．キャッシュ・フロー計算書関係 

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金     14,060,543千円

定 期 預 金     △8,900,000千円

 期末資金残高     5,160,543 千円 

(2) 重要な非資金取引

①現物寄附による資産の取得  119,027千円 

４．重要な債務負担行為 

①医病外来診療棟総合待合等改修工事

契約金額 720,500千円 翌期以降支払額   292,523千円 

②医病外来診療棟総合待合等改修機械設備工事

契約金額 607,200千円 翌期以降支払額  328,495千円 

③医病外来診療棟総合待合等改修電気設備工事

契約金額 239,250千円 翌期以降支払額  94,982千円 

５. 金融商品関係

(1) 当法人は、資金運用については、預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金調達に

ついては、大学改革支援・学位授与機構からの借入れを実施しております。

資金運用にあたっては国立大学法人法第 35 条が準用する独立行政法人通則法第 47 条及び国

立大学法人法第 34 条の３第２項の規定に基づき、預金、国債、Ａ格以上の社債を保有しており

株式等は保有しておりません。なお、当該運用資産は、金利や為替の変動による市場リスクや信

用リスク等を包含しており、未収附属病院収入は、診療費の患者負担金未収金管理規程に沿っ

てリスク管理を行っております。 
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大学改革支援・学位授与機構債務負担金及び長期借入金の使途は附属病院の整備資金であり、 

文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しております。 

(2) 期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

また、現金は注記を省略しており、預金、未収入金及び未払金は短期間で決済されるため時価

が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円） 

貸借対照表計上額

（*１） 
時価（*１） 差額（*１） 

(1)有価証券（投資有価証券を含む） 1,207,625 1,252,573 △44,948

(2)未収附属病院収入

徴収不能引当金（*２） 

4,934,353 

△10,043

4,924,310 4,924,310 － 

(3)大学改革支援・学位授与機構

債務負担金（*３）
(108,784) (110,769) (△1,985)

(4)長期借入金（*４） (11,398,036) (10,898,359) (499,676) 

（＊１） 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

（＊２） 未収附属病院収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。 

（＊３） 大学改革支援・学位授与機構債務負担金には、一年以内返済予定大学改革支援・学位授与機構債務負担金を含んでおります。 

（＊４） 長期借入金には、一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。  

（注）時価算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、 以下の三つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価  

レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、 

時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

（1）有価証券及び投資有価証券 

    国債及び地方債は相場価格を用いて評価しております。これらは活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価 

に分類しております。ただし、譲渡性預金（貸借対照表計上額 500,000千円）については、短期間で償還されるため、当該帳簿価 

額を時価としております。 

 社債については、固定金利によるもののうち、日本証券業協会が公表する売買参考統計値を参照可能なものは、時価はその売買 

参考統計値を用いて評価しており、レベル２の時価に分類しております。 

(2) 未収附属病院収入

未収附属病院収入のうち貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しており、レベル３の時

 価に分類しております。 

（3）大学改革支援・学位授与機構債務負担金、(4)長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により

算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

６. 賃貸等不動産関係

当法人は、佐賀市その他の地域において、賃貸等不動産を保有しておりますが、賃貸等不動産の

総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 
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７．国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト 

Ⅰ 業務費用 

（1）損益計算書の費用 40,428,582 千円 

（2）（控除）自己収入等  △32,874,562 千円

業務費用合計   7,554,020 千円 

Ⅱ資本剰余金を減額したコスト等  1,225,614千円 

Ⅲ機会費用 

  国又は地方公共団体の無償又は減額された 

使用料による貸借取引の機会費用     5,610 千円 

政府出資の機会費用   153,155 千円 

Ⅳ（控除）国庫納付額  △10,867 千円

Ⅵ 国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト   8,927,534 千円 

（控除）自己収入には、会計基準改訂に伴い期首に臨時利益に計上した固定資産見返運営費交付金等

戻入のうち授業料を財源とするもの 1,950,278 千円、固定資産見返寄附金戻入 1,384,715 千円、

特許権仮勘定見返運営費交付金等戻入のうち授業料を財源とするもの 11,002千円、建設仮勘定見

返運営費交付金等戻入のうち授業料を財源とするもの 6,920 千円が含まれております。 

８．国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記における機会費用の 

計上方法 

（1）国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

地方自治体の財産規程及び同種施設の賃借料等を参考にしております。

（2）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

決算日における 10 年もの国債(新発債)の利回りを参考に 0.320%で計算しております。

９．重要な後発事象 

  該当事項はありません。 
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